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○
内
閣
府
令
第
五
十
三
号

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成

方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
当
連
結
会
計
年
度
期
首
」
を
「
前
連
結
会
計
年
度
末
」
に
改
め
る
。

（
中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
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部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
章
中
「
第
六
節

雑
則
」
を
「
第
七
節

雑
則
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
、
第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
前
事
業
年
度
末
」
を
「
当
事
業
年
度
期
首
」
に

改
め
る
。

様
式
第
六
号
記
載
上
の
注
意
３
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

前
事
業
年
度
末

当
事
業
年
度
期
首

（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
当
連
結
会
計
年
度
期
首
」
を
「
前
連
結
会
計
年
度
末
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
中
「
評
価
・
換
算
差
額
等
」
を
「
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
」
に
改
め
る
。

評
価
・
換
算
差
額
等

そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額

前
連
結
会
計
年

様
式
第
六
号
記
載
上
の
注
意
３
中
「

」
を
「

」
に
、
「

等
そ
の
他
の
包
括
利

度
末

当
連
結
会
計
年
度
期
首

評
価
・
換
算
差
額

」
を
「

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意
４
中
「

」
を
「

る
。

益
累
計
額

」
に
改
め
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（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１
四
半
期
会
計
期
間
で
あ
る
場
合

第
１
四
半
期
連
結
会
計
期
間
で

第
四
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

」
を
「

（21）

あ
る
場
合
又
は
提
出
会
社
が
特
定
事
業
会
社
で
あ
っ
て
当
四
半
期
連
結
会
計
期
間
が
第
３
四
半
期
連
結
会
計
期
間
で
あ
る
場

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

合

（24）

ｄ
提
出
会
社
が
特
定
事
業
会
社
で
あ
っ
て

当
四
半
期
連
結
会
計
期
間
が
第
３
四
半
期
連
結
会
計
期
間
で
あ
る
場
合

、

に
は

当
四
半
期
連
結
会
計
期
間
に
係
る
損
益
の
状
況
を
四
半
期
連
結
損
益
計
算
書
及
び
四
半
期
連
結
包
括
利
益
計

、

算
書
又
は
四
半
期
連
結
損
益
及
び
包
括
利
益
計
算
書
の
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

で
あ
る
場
合

又
は
提
出
会
社
が
特
定
事
業
会
社
で
あ
っ
て
当
四

第
四
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

」
の
次
に
「

（27）

」
を
加
え
、
同
記
載
上
の
注
意

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

半
期
会
計
期
間
が
第
３
四
半
期
会
計
期
間
で
あ
る
場
合

（29）

ｄ
提
出
会
社
が
特
定
事
業
会
社
で
あ
っ
て

当
四
半
期
会
計
期
間
が
第
３
四
半
期
会
計
期
間
で
あ
る
場
合
に
は

当
、

、

四
半
期
会
計
期
間
に
係
る
損
益
の
状
況
を
四
半
期
損
益
計
算
書
の
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

第
四
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意

中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

に
該
当
す
る
場
合

で
あ
る
場
合
に

に
記
載
す
る
こ
と

（30）
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」
に
改
め
る
。

に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

附

則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


